
SOP No. CB000112 

1 
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表紙 作成・改訂年月日 第 11版 改訂年月日：西暦 2025年 3月 5日 第 12版 改訂年月日：西暦 2026年 3月 18日 改訂に伴う変更 

第９条 

第３項 

治験審査委員会

の設置及び構成 

前項の委員は、管理運営会議の議を経て、設置者が指名す

る。 

（削除） 委員の指名には、管理運

営委員会の議を必要とし

なくなったため。 

後文 ― この標準業務手順書は、２０２５年４月１日から施行する。 この標準業務手順書は、２０２６年４月１日から施行する。 改訂に伴う変更 

 


